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Ⅰ 事 業 報 告 
 

１ 事業の概要 

 

平成 26 年度事業計画に基づき、漁場油濁対策事業並びに海と渚環境美化事業

を実施した。 

油濁対策事業については、原因者不明の漁場油濁事故に対する漁業被害救済

事業及び防除・清掃事業、また、原因者は判明しているが、原因者による防除

措置及び清掃作業が行われないことにより、被害漁業者等が自ら漁場油濁の拡

大の防止作業及び汚染漁場の清掃作業を実施した場合、それらに要した費用の

支弁を行うとともに、原因者による防除措置及び清掃作業は行われているが、

漁場油濁の拡大の防止のため漁業者が行った防除措置及び清掃作業に要した費

用の総額のうち、船舶の所有者等の責任の限度額を超えた費用の支弁を行う特

定防除事業を実施した。併せて、漁場油濁の被害防止に関する調査・啓発事業

等を実施した。 

一方、海と渚環境美化事業については、海洋環境保全のための活動として、

海と渚の清掃活動普及啓発事業をはじめ、海洋・海岸環境の保全・整備のため

の活動支援及び調査に積極的に取り組むとともに、漂流・漂着ゴミに関する現

状把握調査、また、これらのゴミの発生源となる漁業系廃棄物の適正な処理や

再資源化のための事業を実施した。加えて、海と渚の環境美化、保全活動の普

及・啓発のために多くの人々に対して海と渚環境美化推進基金への募金を呼び

かけた。 

 

 

 ＜漁場油濁対策関連事業＞ 

   

（１）漁業被害救済事業 

   平成２６年度（４～３月）の漁場油濁事故のうち、漁業被害救済事業の

対象となる油濁被害はなかった。 

 

（２）防除・清掃事業 

   平成２６年度（１～１２月）に防除・清掃事業の対象となった漁場油濁

事故はなかった。 
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（３）特定防除事業 

   平成２６年度（１～１２月）には特定防除事業の対象となる漁場油濁事

故はなかった。 

 

（４）審査認定事業 

本年度は、中央漁場油濁被害等認定審査会を１回開催し、５月９日開催

の第１回中央審査会において、平成２６年度の労務費及び漁船用船費につ

いて慎重審議を行い、その結果を理事長に答申した。 

また、神奈川県において、重油等の海岸への漂着状況調査を実施した。 

 

（５）油濁被害防止対策事業 

   油濁被害の未然防止や被害を最小限に食い止めることを目的として、こ

れらに関する調査研究及び漁業者等への指導等を引き続き実施した。漁業

者等への指導等については、漁場油濁汚染防止対策・指導者養成事業及び

漁場油濁被害対策専門家派遣事業を実施した。 

漁場油濁対策専門家派遣事業の実施については、有識者で構成する検討

委員会を設置して事業実施計画、実施結果等、事業全般について広範、か

つ、専門的見地から検討を行った。 

 

 ア 漁場油濁汚染防止対策・指導者養成事業 

   漁場油濁事故の被害未然防止や被害を最小限に食い止めるためには、地

域の漁業者が事故現場で速やかに対処することが極めて重要であることか

ら、油汚染防除に対処する現場の指導者を養成することを目的として、現

場における実技指導を含め、油流出事故等に対処するための必要な基本的

知識及び対応策についての油汚染防除指導者養成講習会として、地方講習

会を千葉県館山市・千葉市、和歌山県和歌山市、広島県福山市、徳島県徳

島市、鹿児島県奄美市、沖縄県名護市・石垣市、北海道羽幌町、長崎県佐

世保市、新潟県上越市、高知県四万十市、青森県青森市の１３ヵ所で、中

央講習会を東京の１ヵ所でそれぞれ開催した。 

また、油防除作業の基礎知識を普及させるため、パンフレット、ビデオ、

油防除マニュアル及び油濁情報を活用し、油防除対応策の普及に努めた。 

 

イ 漁場油濁被害対策専門家派遣事業 

  油濁被害の拡大を防止するための初期における漁業者の的確な対応を確

保するため、防除作業等の専門家２名を漁場油濁被害対策専門家（以下「専

門家」という）として委嘱し、漁業者等に対し初期防除の指導を行っている。 
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本年度は、北海道名寄市における河川での油流出事故への対応、浦賀水

道における貨物船衝突事故に伴う神奈川県側の油汚染状況調査並びに青森

県鰺ヶ沢沖での貨物船沈没事故について、３ヵ所に専門家を派遣し、指導

等を行った。 

また、専門家が現地で漁業への影響について判断するため、漁業権及び

漁船漁業操業図の更新情報を取り入れた漁業影響情報図の整備を引き続き

行った。 

 

 ウ 漁場油濁情報収集事業 

   油濁事故が発生した際に漁業被害の未然防止及び被害の軽減を図るため

には、防除作業を効率的に実施することが重要であることから、流出油の

影響を受けやすい沿岸域の漁船漁業について、操業情報を収集し、分析を

行った。 

 

（６） 事業評価について 

当機構は、事業の円滑・適正な推進を図るため、引続き、平成２６年度に

おいても、外部の評価員に事業の評価を依頼し、当該評価結果を参考として

事業の自己評価を実施した。昨年度に引き続き、今年度も漁場油濁被害等救

済事業に該当する申請がなかったことから、油濁被害防止対策事業の外部評

価により、当機構の自己評価を実施した。 

 

 

 ＜海と渚環境美化関連事業＞ 

 
（１）海と渚の清掃活動普及啓発事業 

   海と渚の環境美化活動を推進するため、ボランティア団体等が行う海と

渚の清掃活動に対し、清掃資機材を提供して海と渚のクリーンアップ運動

の全国的展開を図った。 

   また、当機構のインターネットのホームページ等を活用して、海と渚の

海浜清掃活動、海洋生物の保護及び海岸・海洋環境の保全等に関する情報

を提供した。 

 

 ア 海と渚の清掃活動への呼びかけ 

   海と渚の環境美化運動の全国的な展開をより効率的に推進するため、全

国各地で海浜利用が活発となる｢海の日｣に併せて海浜等の一斉清掃を次の

組織を中心とする各団体に対して呼びかけた。 
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（ア）会員団体･企業が推薦するグループ 

（イ）各都道府県及び各漁協の推薦するグループ 

（ウ）海と渚環境美化推進委員会が推薦するグループ 

 

また、当機構が行う諸事業との連携を図りつつ、海と渚の環境保全の重

要性についての意識の高揚に努めるため、全国豊かな海づくり大会と連動

して以下のとおり「全国一斉海浜清掃旗揚げ式」を行った。 

７月２０日(日)午前７時３０分から、第３４回全国豊かな海づくり大会

奈良県実行委員会と共催し、第３４回全国豊かな海づくり大会のプレイベ

ントとして、｢全国一斉海浜清掃旗揚げ式｣を挙行し、全国津々浦々に向け

て海浜等の清掃活動を呼びかけた。奈良県大淀町の協力の下に千石橋上流

吉野川右岸河川敷で、主催・関係者のあいさつの後、清掃活動が行われ２

００人程が参加した。 

 

イ 海と渚の清掃活動の普及・啓発及び支援 

漁協、ＮＰＯ，ボランティア及び市民団体等の様々なグループに対して

ゴミ袋の配布を募り、提供するとともに、台風の襲来、低気圧の通過、大

雨の後等の随時の海浜清掃に対し、周年を通じて必要な資機材を提供した。

今年度も全国１，７００ヵ所に自然物用ゴミ袋２７万枚、人工物用ゴミ袋

２３万枚を配布した。 

なお、自然物用ごみ袋２７万枚のうち、１５万枚はＪＦマリンバンクか

らの提供を受け、都道府県漁連等を通じ漁協グループに配布した。 

 

（２）海洋・海岸環境保全整備活動促進事業 

 

 ア 環境・生態系維持・保全活動等調査事業(海の羽根基金事業) 

  地域住民、ＮＰＯ及び漁協等が行う海浜等の清掃活動と漁業者が参加し

た植樹活動や環境保全の取り組みの実態等について、全国の都道府県を通

じアンケート調査を実施し、調査結果の取りまとめを行った。 

 

イ 環境・生態系保全活動支援事業(なぎさの環境基金事業) 

  海と渚の環境美化や藻場、干潟、サンゴ礁及びヨシ帯等の機能の維持・

回復を図るため、環境保全の次世代を担う人材の育成と沿岸域の環境保全

を目指す団体などが実施するプロジェクトに助成することとし、アクアマ

リンふくしま別館において被災地の子どもたちに心のケアを目的として、

海岸美化活動を行う傍ら貝殻･流木など工作材料を収集し、これを材料にア
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ート創作教室を開催した「日本渚の美術協会」へ支援を行った。 

 

（３）漁場漂流・漂着物対策促進事業 

   

ア 漂流・漂着物発生源対策等普及事業 

漁業系資材による漂流・漂着物の発生源対策の一環として、使用済漁業

系資材の実態把握及び適正な管理・処理処分方法について検討した。当機

構は発泡スチロール製フロート処理の実証試験によるコスト削減及びコン

サルティングによる処理の普及等を担当し、愛媛県愛南町及び高知県宿毛

市において、約１週間の期間実証試験及びコンサルティングを行った。 

   また、破砕圧縮減容した発泡スチロールを燃料に有効利用できる技術と

して、発泡スチロール製フロートで造粒したペレットを原料としたボイラ

ー装置の開発に取り組んだ。 

 

イ 漁場漂流・漂着物対策促進事業 

   漂流・漂着物による被害の著しい漁場において、漁業活動中に回収した

漂流物を処分するための必要な費用を助成した。具体的には伊勢湾(鳥羽磯

部漁協桃取支所)、大阪湾で実施した。 

 

 

（４）漁業系資材再利用モデル事業 

   漁業者自らが圧縮減容機を利用して、処理コストを削減しつつ、搬出手

配等を行うシステムを構築するために、鹿児島県東町漁協からの申し入れ

により圧縮減容機の貸し出しを行った。 

 

（５）海と渚環境美化推進基金への募金の呼びかけ 

   ｢海と渚環境美化推進基金｣の運用益並びに｢海と羽根募金｣及び｢なぎさ

の環境基金募金｣を原資とする海洋・海岸環境保全整備活動促進事業を行っ

ていくために、｢海の羽根｣及び｢なぎさの環境基金｣のそれぞれの募金を広

く呼びかけた。 

 

ア  海の羽根募金への呼びかけ 

海と渚の環境美化活動を全国的な運動として展開し、推進を図るため、

｢海の羽根募金｣について、特に海浜の清掃美化活動が盛んとなる｢海の日｣

等を中心に、会員、個人、団体及び法人等関係方面に広く募金を呼びかけ

た。 
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また、ホームページ、機関誌｢メッセージ海と渚｣等により海の羽根募金

への呼びかけを広く行った。 

 

イ なぎさの環境基金募金への呼びかけ 

海洋生物のゆりかごとして機能している豊かな海岸域の環境保全活動を

促進することを目的として、全国漁業協同組合連合会と協力し、環境保全の

ための次の世代を担う人材の育成と沿岸域の環境保全を目指す団体などが

実施するプロジェクトに助成する必要な資金を捻出するための｢なぎさの環

境基金｣に対し、広く民間企業、水産関係団体、個人、商工会及びＮＰＯ等

へ募金をお願いした。 

 

 ＜その他＞ 
 

(１) 広報活動への取り組み 

海と渚環境美化事業については、当機構の会員向けに機関誌「メッセー

ジ」を発行し、当機構の活動状況、全国各地の海浜清掃活動等の状況を紹

介するとともに、当機構のホームページにおいて現地からの海浜清掃の報

告、業務内容の紹介を行うなどにより、海と渚の環境美化活動の普及・啓

発に努めた。 

油濁対策事業については、関係団体向けに機関誌「油濁情報」を発行し、

油防除作業の事例等を紹介するとともに、ホームページにおいて分かりやす

い油防除マニュアルを掲載するなど、適切な実施方法の普及・啓発に努めた。 
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①平成26年度末現在役員(12名)

②平成26年度末現在評議員(10名)

２　庶務の概要

(1)役員、評議員、役員候補者選定委員会委員、海と渚環境美化運営委員会委員、中

   央漁場油濁被害等認定審査会委員、及び、漂流・漂着物発生源対策等普及事業検

役　名 氏　名 選任年月日 現　職

   討委員、に関する事項

理 事 酒 匂 宗 二 平成26.9.25 (一社)日本鉄鋼連盟　常務理事

〃 佐 久 間 國 治 平成25.6.13 (一財)千葉県漁業振興基金　理事長

理 事 長 岸 宏 平成25.7.17 全国漁業協同組合連合会　代表理事会長

専務理事 松 本 憲 二 平成26.6.9 (常　勤)

〃 渥 美 雅 也 〃 (一財)東京水産振興会　専務理事

〃 中 屋 新 二 平成25.6.13 日本水産株式会社　海洋事業推進室長

〃 河 野 義 光 平成26.6.9 愛媛県漁業協同組合連合会　代表理事会長

〃 齋 藤 壽 典 平成25.4.1 (一社)大日本水産会　顧問

監 事 井 貫 晴 介 平成25.4.1  (一社)マリノフォーラム２１　代表理事会長

〃 保 坂 均 平成26.9.25 (一社)日本船主協会　常務理事

〃 清 宮 栄 一 平成25.4.1  (公財)日本釣振興会　専務理事

〃 松 井 明 〃 全国共済水産業協同組合連合会　代表理事専務

氏　名 選任年月日 現　職

吉 村 宇 一 郎 平成26.9.25 石油連盟　常務理事

森 﨑 隆 善

長 屋 信 博 平成25.4.1 全国漁業協同組合連合会　代表理事専務

猪 苗 代 健 一 〃 全国漁業共済組合連合会　専務理事

平成25.7.17 電気事業連合会　立地環境部長

田 中 初 穂 平成25.6.13 （一社）日本船主協会　常務理事

田 中 潤 兒 〃 （公社）全国漁港漁場協会　会長

森 武 美 平成25.7.17 全国漁協女性部連絡協議会　会長理事

髙 江 洲 信 一 〃 漁船保険中央会　専務理事

小 林 哲 朗 〃 （一財）中央漁業操業安全協会　専務理事

市 村 隆 紀 平成25.4.1
（公社）全国豊かな海づくり推進協会

　専務理事
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③平成26年度末現在役員候補者選定委員会委員(3名)

氏　名 選任年月日 所　属

田 中 初 穂 平成26.3.24 (一社)日本船主協会　常務理事

④平成26年度末現在海と渚環境美化運営委員会委員(10名)

氏　名 現　職

嶌 田 道 夫 (公財)水産物安定供給推進機構　理事長

髙 江 洲 信 一 〃 漁船保険中央会　専務理事

田 中 潤 兒 〃 (公社)全国漁港漁場協会　会長

兼 廣 春 之 大妻女子大学　教授

山 口 仁 志 電気事業連合会　立地環境副部長

大 森 敏 弘 全国漁業協同組合連合会　常務理事

石 黒 順 一 (公財)かながわ海岸美化財団　代表理事

土 井 全 二 郎 日本海洋調査会　代表

濱 田 研 一 全国漁業共済組合連合会　常務理事

小 林 憲 (一社)大日本水産会　理事・漁政部長

雨 宮 誠 全国町村会　経済農林部長

横 山 裕 道 淑徳大学　客員教授
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⑤平成26年度末現在中央漁場油濁被害等認定審査会委員(12名)

田 和 健 次 石油連盟　技術環境安全部参与

田 村 一 之 (一社)日本鉄鋼連盟　技術・環境本部長

氏　名 現　職

中 森 光 征 (一社)全国まき網漁業協会　専務理事

若 林 満 全国漁業協同組合連合会　漁政部長

古 川 憲 行 全国内航タンカー海運組合　常務理事

齋 藤 顕 彦 (一社)日本船主協会　総務部副部長

成 田 健 治 弁護士

中 村 哲 朗 　〃

清 水 聡 全国海苔貝類漁業協同組合連合会　漁政総務部長

濱 田 研 一 全国漁業共済組合連合会　常務理事

第１グループリーダー

⑥平成26年度漂流・漂着物発生源対策等普及事業検討委員(4名)

氏　名 現　職

兼 廣 春 之 大妻女子大学　教授

笠 浩 久 　〃

福 嶋 正 俊
日本船主責任相互保険組合損害調査部

道 下 善 明 全国漁業協同組合連合会　漁政部専任部長役

(２)職員に関する事項　(平成26年度末現在職員6名)

氏　名 担当事務 備　考

高 橋 経 則 発泡スチロール協会　リサイクル部長

岡 本 利 彦 一般社団法人日本木質ペレット協会　理事

及 川 泰 郎 総務部 総務部長

井 田 麻 子 〃 総務課長

藤 井 恭 治 業務部 業務部長兼業務１課長

福 田 賢 吾 〃 業務２課長

齊 藤 正 幸 〃 技術参与

中 澤 俊 佑 〃 業務１課員
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①理事会

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

2

3

4

1

について

(３)重要な庶務及び業務の事項

開催年月日 議事事項 結　果

第1回理事会 第 号議案 平成25年度事業報告､貸借対照表､正味財産 原案承認

平成26.5.26 増減計算書及び財産目録について

第 号議案 平成26年度収支予算の変更について 〃

第 号議案 会員規程の改正について 〃

第 号議案 平成26年度会費の額並びに徴収方法 〃

について

第 号議案 漁場油濁対策に係る事業費、関係都道府県 〃

負担金及び拠出団体拠出金の額並びに徴収

方法について

第 号議案 中央漁場油濁被害等認定審査会委員の一部 原案選出

交代について

第 号議案 防除・清掃事業の労務費等について 原案承認

第 号議案 理事の補欠選任に伴う候補者の推薦 原案選出

について

第 号議案 平成26年度定時評議員会の招集及び附議 原案承認

事項について

第2回理事会 第 号議案 専務理事の選定について 原案選出

平成26.6.9

第3回理事会 第 号議案 評議員の補欠選任に伴う候補者の推薦 原案選出

平成26.8.29 について

(書面決議) 第 号議案 理事の補欠選任に伴う候補者の推薦 〃

第 号議案 監事の補欠選任に伴う候補者の推薦 〃

第 号議案 臨時評議員会の招集並びに附議事項 原案承認

について

について

第4回理事会 第 号議案 平成27年度事業計画、収支予算並びに資金 原案承認

平成27.3.11 調達及び設備投資の見込みについて
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②評議員会

1

2

3

1

2

③役員候補者選定委員会

1

④海と渚環境美化運営委員会

⑤中央漁場油濁被害等認定審査会

開催年月日 議事事項 結　果

定時評議員会 第 号議案 平成25年度事業報告､貸借対照表､正味財産 原案承認

平成26.6.9 増減計算書及び財産目録について

第 号議案 理事の補欠選任について 原案選出

第 号議案 平成26年度における評議員及び役員の報酬 原案承認

平成26.9.25 第 号議案 評議員の補欠選任について 〃

開催年月日 議事事項 結　果

額について

臨時評議員会 第 号議案 理事及び監事の補欠選任について 原案選出

役員候補者選定委員会 第 号議案 役員候補者の選定について 原案選出

平成26.5.16

平成26.4.22 2 平成26年度事業計画･収支予算について 〃

3 なぎさの環境基金からの助成応募要領について 〃

開催年月日 議事事項 結　果

第1回運営委員会 1 海と渚環境美化推進基金の事業実績について 原案了承

第1回中央審査会 1 防除・清掃事業の労務費等について 原案了承

平成26.5.9

4 募金実績について 〃

開催年月日 議事事項 結　果
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⑥平成26年度漂流・漂着物発生源対策等普及事業検討委員会

⑦監査及び検査

⑧登記事項

平成26.6.26 2 リサイクル技術の開発 〃

第2回検討会 1 実証試験･普及コンサルティング 原案了承

開催年月日 議事事項 結　果

第1回検討会 1 実証試験･普及コンサルティング 原案了承

平成27.3.3 2 リサイクル技術の開発 〃

年月日 事　項

平成26.12.1 2 リサイクル技術の開発 〃

第3回検討会 1 実証試験･普及コンサルティング 原案了承

平成26.12.12 助成事業について(公財)日本財団の監査を受ける。

年月日 事　項

平成26.6.19 専務理事の交代 (櫻井専務辞任、松本専務就任)

平成26.4.25及び
平成25年度財務諸表について公認会計士の監査を受ける。

平成26.4.26

平成26.5.12 平成25年度事業報告、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録及

び収支計算書について監事の監査を受ける。

監事の一部交代 (西岡監事辞任、保坂監事就任)

理事の一部交代 (上野理事辞任、河野理事就任)

平成26.10.17 理事の一部交代 (宮本理事辞任、酒匂理事就任)

評議員の一部交代 (波田野評議員辞任、吉村評議員就任)
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⑨平成26年度主要経過

年月日 事　項

平成26.4.21 清掃資材等配布査定委員会(機構事務所)

5.9 第１回中央漁場油濁被害等認定審査会（日本財団ビル会議室）

5.12 平成25年度事業報告、財務諸表等の監事監査(機構事務所)

4.22 海と渚環境美化運営委員会(三会堂ビル会議室)

4.25及び4.26 平成25年度財務諸表の公認会計士監査(機構事務所)

6.2 油汚染防除指導者養成講習会（千葉県館山市）

6.4 なぎさの環境基金委員会(機構事務所)

5.16 役員候補者選定委員会(機構事務所)

5.26 第１回理事会(コープビル会議室)

6.18 油汚染防除指導者養成講習会（和歌山県和歌山市）

6.24 油汚染防除指導者養成講習会（広島県福山市）

6.9 第２回理事会及び定時評議員会(コープビル会議室)

6.10 海の羽根･なぎさの環境基金募金活動

7.15 油汚染防除指導者養成講習会（徳島県徳島市）

7.17 拠出団体への業務説明会(コープビル会議室)

6.26 漂流・漂着物発生源対策等普及事業第１回検討委員会

(日本財団ビル会議室)

(日本財団ビル会議室)

8.26 油汚染防除指導者養成講習会（鹿児島県奄美市）

7.20 全国一斉海浜清掃旗揚げ式(奈良県大淀町)

8.4 第１回漁場油濁被害対策専門家派遣事業検討委員会

9.25 臨時評議員会(コープビル会議室)

10.21 油汚染防除指導者養成講習会（北海道羽幌町）

8.29 第３回理事会(書面決議)

9.9 油汚染防除指導者養成講習会（沖縄県名護市）

(文京シビックセンター会議室)

12.4 海の羽根･なぎさの環境基金募金活動

11.11 油汚染防除指導者養成講習会（沖縄県石垣市）

12.1 漂流・漂着物発生源対策等普及事業第２回検討委員会

12.12 (公財)日本財団による監査(機構事務所)
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12.19 油汚染防除指導者養成講習会（長崎県佐世保市）

平成27.1.15 拠出団体への第９次平準化等説明会(コープビル会議室)

年月日 事　項

2.27 油汚染防除指導者養成中央講習会（コープビル会議室）

3.3 漂流・漂着物発生源対策等普及事業第３回検討委員会

1.27 油汚染防除指導者養成講習会（新潟県上越市）

2.24 油汚染防除指導者養成講習会（高知県四万十市）

3.10 第２回漁場油濁被害対策専門家派遣事業検討委員会及び専門家研修会

（コープビル会議室）

3.11 第４回理事会(コープビル会議室)

(文京シビックセンター会議室)

3.6 油汚染防除指導者養成講習会（千葉県千葉市）

3.6 油汚染防除指導者養成講習会（青森県青森市）

(４)認定、許可及び届出に関する事項

申請年月日 申請事項 承認年月日 結　果

平成26.6.26 平成26年度事業報告等に係る提出書の届出

10.24 理事、評議員、及び、監事の登記の変更に

伴う届出

6.30 専務理事、及び、理事の登記の変更に伴う

届出

(５)国庫補助金に関する事項 (単位：円)

国庫補助金の目的 項　目 金　額 備　考

平成27.3.17 平成27年度事業計画、収支予算並びに資金

調達及び設備投資の見込みの届出

漁場油濁被害対策費補助金 1 防除・清掃事業費 0

2 審査認定事業費 3,359,000

3 油濁被害防止対策費 27,891,000

漁場漂流・漂着物対策促進 1 漂流・漂着物発生源対策 25,469,000

進事業費

合　計 66,967,000

事業費補助金 等普及事業費

2 漁場漂流・漂着物対策促 10,248,000
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（６）　会員加入状況（平成27年 3月31日現在）

①　団体会員（208会員）

業 種 別 中　　央 地　　方 合　　計

漁業関係団体 4 1 5

漁連 3 29 32

信漁連 0 15 15

漁業共済組合 1 13 14

共水連 1 7 8

漁船保険組合 1 15 16

漁業信用基金協会 2 6 8

地区漁協 0 37 37

漁港関係 5 1 6

金融関係 1 0 1

電力関係 0 10 10

地方公共団体 0 12 12

中央団体 15 0 15

地方団体 0 5 5

その他 0 24 24

合　　　計 33 175 208

②　個人会員（9会員）
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（７）拠出金に関する事項

　① 都道府県負担金

(単位：円）

都 道 府 県 金　額 備　考

北海道 69,000 平成 26 ．10 ．31

青森県 40,000 〃 26 ．10 ．31

岩手県 28,000 〃 26 ．10 ．31

宮城県 37,000 〃 26 ． 9 ． 2

秋田県 21,000 〃 26 ． 9 ． 3

山形県 20,000 〃 26 ．10 ．31

福島県 28,000 〃 26 ． 9 ．26

茨城県 38,000 〃 26 ． 9 ． 2

千葉県 80,000 〃 26 ． 8 ．25

東京都 67,000 〃 26 ． 8 ．25

神奈川県 39,000 〃 26 ．10 ．31

新潟県 26,000 〃 26 ． 9 ． 1

富山県 21,000 〃 26 ． 8 ．26

石川県 25,000 〃 26 ． 8 ．27

福井県 26,000 〃 26 ． 9 ．30

静岡県 35,000 〃 26 ．10 ．31

愛知県 79,000 〃 26 ．10 ．31

三重県 43,000 〃 26 ． 8 ．28

京都府 21,000 〃 26 ．10 ．31

大阪府 32,000 〃 26 ． 8 ．21

兵庫県 68,000 〃 26 ．10 ．31

和歌山県 28,000 〃 26 ． 9 ．18

鳥取県 22,000 〃 26 ． 8 ．27

島根県 37,000 〃 26 ． 9 ． 4

岡山県 39,000 〃 26 ．10 ．10

広島県 52,000 〃 26 ．10 ．31

山口県 61,000 〃 26 ． 9 ． 8

徳島県 24,000 〃 26 ． 9 ． 3

香川県 72,000 〃 26 ．10 ．31

愛媛県 74,000 〃 26 ．10 ．31

高知県 32,000 〃 26 ． 8 ．29

福岡県 42,000 〃 26 ．10 ．31

佐賀県 24,000 〃 26 ．10 ．31

長崎県 81,000 〃 26 ． 8 ．28

熊本県 29,000 〃 26 ． 8 ．26

大分県 39,000 〃 26 ．10 ．31

宮崎県 23,000 〃 26 ．10 ．31

鹿児島県 125,000 〃 26 ． 9 ． 4

沖縄県 103,000 〃 26 ． 9 ． 3

その他 5,000,000

合　計 6,750,000

県防除預り金からの充当額

入金年月日
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　② 拠出団体拠出金

予算額 入金額 差　額 備　考

農　林 拠出団体拠出金 120,000 120,000 0

水産省 防除費・救済金預り金充当 1,221,000 1,221,000 0

関　係 計　① 1,341,000 1,341,000 0

経　済 拠出団体拠出金 1,092,000 1,092,000 0

産業省 防除費・救済金預り金充当 11,095,000 11,095,000 0

関　係 計　② 12,187,000 12,187,000 0

国　土 拠出団体拠出金 9,314,000 9,314,000 0

交通省 防除費・救済金預り金充当 9,658,000 9,658,000 0

関　係 計　③ 18,972,000 18,972,000 0

10,526,000 10,526,000 0

21,974,000 21,974,000 0

32,500,000 32,500,000 0

(単位：円）

区　分

拠出団体拠出金

防除費・救済金預り金充当

合計　（①＋②＋③）
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附属明細書について

　平成２６年度事業報告については、事業報告に記載のとおりであり、「一般社団法

人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４条第３項に規定する「事業報告の

内容を補足する重要な事項」が存在しないので附属明細書は作成しない。
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１．重要な会計方針

　（１）有価証券の評価基準及び評価方法

　　　　 満期保有目的の債券　・・・　

　（２）固定資産の減価償却の方法

　　　　 什器備品及びソフトウェア　・・・　定額法によっている。

　（３）引当金の計上基準

　　　　 退職給付引当金　・・・　職員の退職給付に備えるため期末要支給額に相当する金額を計上している。

　（４）消費税等の会計処理

　　　　 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

２．基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

　　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科　　目

基本財産

　定期預金

　投資有価証券

小　計

特定資産

　防除費準備預金

　救済金準備預金

　国防除清掃費助成資金造成預金

　県防除清掃費助成資金造成預金

　特定防除事業預金

　海と渚環境美化推進基金

　漁場油濁被害防止対策積立預金

　退職給付引当預金

小　計

合　計

３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳

　　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科　　目

基本財産

　定期預金 ( )

　投資有価証券 ( )

小　計 ( )

特定資産

　防除費準備預金 ( )

　救済金準備預金 ( )

　国防除清掃費助成資金造成預金 ( )

　県防除清掃費助成資金造成預金 ( )

　特定防除事業預金 ( 150,000,000 )

　海と渚環境美化推進基金 ( )

　漁場油濁被害防止対策積立預金 ( )

　退職給付引当預金 ( 9,158,700 )

小　計 ( ) ( ) ( 159,158,700 )

合　計 ( ) ( ) ( 159,158,700 )1,091,558,371 924,725,534 7,674,137

9,158,700 ― ―

691,558,371 524,725,534 7,674,137

174,725,534 174,725,534 ―

7,674,137 ― 7,674,137 ―

100,000,000 ―

150,000,000 ― ―

100,000,000 ―

100,000,000 ―

100,000,000

100,000,000

100,000,000

―

―

―

―

50,000,000 ―

390,000,000 390,000,000 ― ―

400,000,000 400,000,000 ― ―

50,000,000 ―

10,000,000 10,000,000 ― ―

1,090,250,471 4,676,272 3,368,372 1,091,558,371

当期末残高
（うち指定正味財産
    からの充当額）

（うち一般正味財産
　　からの充当額）

（うち負債に
  対応する額）

7,850,800 1,307,900 0 9,158,700

690,250,471 4,676,272 3,368,372 691,558,371

7,674,137 0 0 7,674,137

150,000,000 0 0 150,000,000

174,725,534 3,368,372 3,368,372 174,725,534

100,000,000 0 0 100,000,000

100,000,000 0 0 100,000,000

50,000,000 0 0 50,000,000

100,000,000 0 0 100,000,000

400,000,000 0 0 400,000,000

10,000,000 0 0 10,000,000

390,000,000 0 0 390,000,000

財務諸表に対する注記

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

償却原価法（定額法）を採用している。
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４．担保に供している資産

　　該当なし

５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

　　固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科　　目

什器備品

ソフトウェア

合　計

６．債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

　　債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科　　目

未収金

合　計

７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

　　満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

銘柄名

練馬区公債平成１８年度１回

北海道平成２０年度公募公債６回

共同発行市場公募地方債７０回

地方公共団体金融機構債券１回

利付国庫債券第１４８回

利付国庫債券第６１回

利付国庫債券第６２回

第１４５回オリックス

合　計

８．補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

　　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称

補助金

      漁場油濁被害対策費補助金 ―

      漂流・漂着物発生源対策等
　　　普及事業

      漁場漂流・漂着物対策促進事業

民間委託金

      漁業系廃棄物再利用支援事業 ―

９．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

　　指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

科　　目

経常収益への振替額

　目的達成による指定解除額

合　計

31,250,000 31,250,000 ―

交付者
前期末
残高

当期
増加額

23,682,000 0 23,682,000

30,000,000 30,207,000 207,000

499,199,060 527,596,000 28,396,940

30,000,000 31,758,000 1,758,000

49,138,330 52,130,000 2,991,670

3,888,250 590,238

1,108,695 649,239 459,456

―

5,587,183 4,537,489 1,049,694

帳簿価額 時　価 評価損益

債権金額 貸倒引当金の当期末残高

40,000,000 42,096,000 2,096,000

50,000,000 52,400,000 2,400,000

債権の当期末残高

23,682,000 0 23,682,000

取得価額

―

150,000,000 161,175,000 11,175,000

50,060,730 51,580,000 1,519,270

100,000,000 106,250,000 6,250,000

〃 ― 10,248,000 10,248,000 ― ―

貸借対照表上
の記載区分

農林水産省 ―

3,368,372

3,368,372

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

合　計 ― 67,873,660 67,873,660 ―

906,660東町漁業協同組合 ― 906,660 ―

〃 ― 25,469,000 25,469,000 ―

当期
減少額

当期末
残高

4,478,488
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１．基本財産及び特定資産の明細

　　財務諸表に対する注記２に記載している。

２．引当金の明細 (単位：円)

目的使用 その他

退職給付引当金 7,850,800 1,307,900 0 0 9,158,700

附属明細書

当期減少額
科　目 期首残高 当期増加額 期末残高
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(２) 事業報告書の内容は真実であると認めます。

監　事　　　井　貫　晴　介　㊞

監　事　　　保　坂　均　　　㊞

　　 する重大な事実はないと認めます。

平成２７年５月７日

公益財団法人海と渚環境美化･油濁対策機構

Ⅲ　監　査　報　告

　私ども監事両名は、公益財団法人海と渚環境美化・油濁対策機構の平成２６年

度(平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで)の会計及び業務の監査を

(３) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反

行い、次のとおり報告いたします。

(１) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われ

     る監査手続きを用いて計算書類の正確性を検討しました。

(２) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から

　　 業務の内容を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手

　　 続きを用いて業務執行の妥当性を検討しました。

１．監査の方法の概要

２．監査意見

(１) 正味財産増減計算書、正味財産増減計算内訳表、貸借対照表、及

     び財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財

     産状況を正しく示していると認めます。
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